
県 内 の 消 費 喚 起 に 資 す る プ レ ミ ア ム 商 品 券 発 行 等 事 業

 （ キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 ポ イ ン ト 還 元 事 業 を 含 む ）

【 事 業 対 象 期 間 】 令 和 ８ 年 １ 月 ３ ０ 日 ( 金 ) か ら 令 和 ９ 年 ２ 月 １ ９ 日 ( 金 ) ま で

① 事 業 協 同 組 合 、 ② 商 店 街 振 興 組 合 、 ③ 特 定 会 社 、 ④ 商 工 会 議 所 、

⑤ 商 工 会 、 ⑥ ま ち づ く り 会 社 、 ⑦ 任 意 団 体 等

※ デ ジ タ ル 商 品 券 又 は キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 ポ イ ン ト 還 元 事 業 等 （ キ ャ ッ シ ュ レ ス 決 済 ポ イ

ン ト 還 元 事 業 に つ い て は 、 還 元 さ れ た ポ イ ン ト が 地 域 内 で 使 用 さ れ る も の に 限 る ） の 場 合

補助率 補助対象経費の１０／１０

補助限度額

単一商工団体枠 2,000万円　※2,400万円

複数商工団体枠
2,000万円×事業者数（上限5,000万円）

※2,400万円×事業者数（上限6,000万円）

単一商店街枠 200万円　※240万円

複数商店街枠
200万円×事業者数（上限1,000万円）

※240万円×事業者数（上限1,200万円）

【 申 請 期 間 】 令 和 ８ 年 １ 月 ３ ０ 日 ( 金 ) か ら 令 和 ８ 年 ７ 月 ３ １ 日 ( 金 ) ま で

※ 申 請 総 額 が 予 算 額 に 達 し た 場 合 、 申 請 期 間 中 で も 受 付 を 締 め 切 り ま す 。

【 申 請 方 法 】 申 請 書 類 を 県 経 営 支 援 課 へ 電 子 メ ー ル で 提 出

E-ma i l：ach i i k i sangyosh inko@pre f . toyama. lg . jp

【 問 い 合 わ せ 先 】 富 山 県 商 工 労 働 部 地 域 産 業 振 興 室 経 営 支 援 課 　 T E L ： 0 7 6 - 4 4 4 - 3 2 5 3

生活支援・消費喚起

プロジェクト支援補助金

補 助 事 業 者

物価高騰の影響を受ける県民の消費や暮らしを支え、地域経済の活性化を図
るため、県産品の活用や県内調達を促し、地域内の消費需要喚起を目的とし
たプレミアム商品券発行等事業を支援します。

補 助 事 業

補 助 内 容

申 請 期 間 等

※詳細や申請書類の様式は県HPをご覧ください。 生活支援・消費喚起プロジェクト支援補助金


